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まで

主催：津島市

【お問合せ先】 津島商工会議所

津島市立込町４－１４４

TEL：０５６７-２８-２８０１ FAX：０５６７-２４-２８０５ 【電話受付時間：平日９：００～１７：００】
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※２月７日以降のお申込みの場合、市民へ配布する取扱店一覧には掲載できま
せんが、ホームページ上での取扱店一覧には掲載させていただきます。

申込可能店舗

商 品 券

使用期限

配布対象者

換金期間

申込方法

津島市内に店舗のある大型店、小売業、サービス業（飲食、
理美容、クリーニング店等）、建設業（リフォーム業等）、消費者
に対して物品やサービスを提供する事業所

１世帯あたり 10,000円分及び
市民1人あたり2,000円分を配布

令和8年8月３1日

令和８年４月中旬～令和8年９月中旬

WEB申し込み（右図QRコードから）
または裏面申込書に必要事項をご記入の上、
FAXまたは津島商工会議所窓口まで

令和８年１月１日時点において
津島市に住民票がある方 必要書類は、準備が整い次

第郵送させていただきます。
（変更となる場合もござい
ますので、ご了承ください）

取扱店の皆さまへ



取扱店の登録資格 商品券の使用対象外のもの

取扱店登録申込書兼誓約書

つしまちくらし応援商品券の趣旨を理解し、取扱店として申し込みます。また、他店転用及び直接換金、電子マネーと
しての入金行為等をしないことを誓約します。対象品以外の商品またはサービスの販売提供においては、商品券の取
り扱いは致しません。万が一対象商品以外の販売提供を行った場合は、当店の責任において対処します。また、商品券
の取り扱いおよび換金方法については、事務局の定めるルールに則り、適正に対処することを誓約します。

住 所

事業所名 代表者

店舗の名称
（屋号）

担当者名

取扱店在地 〒 ー 津島市

書類郵送先
上記と異なる場合

のみ記載

〒 ー

電話番号 FAX

Eメール ＠

区分
□欄に✓を記入

□ 一般店 □ 大型店 （大型店とは店舗の床面積が１０００㎡を超える店舗です）

業 種
□欄に✓を記入
（１つのみ）

□ 飲食店 □ スーパーマーケット □ 家電量販店 □ コンビニエンスストア □ お茶・酒・米・パン □ 菓子製造・販売

□ 薬局・ドラックストア □ 衣料品販売 □ 書籍・文具 □ 自転車・自動車 □ ガソリンスタンド □ スポーツ施設

□ クリーニング □ 理容・美容室 □ 建築・リフォーム □その他（ ）

小学校区
□欄に✓を記入
（１つのみ）

□ 東 □ 西 □ 南 □ 北 □ 神守 □ 蛭間 □ 高台寺 □ 神島田

市内取引
金融機関
□欄に✓を記入
（複数選択）

□ 三菱UFJ銀行 □ 名古屋銀行 □ あいち銀行（※） □ いちい信用金庫

口座を保有している金融機関をすべて選択してください。上記金融機関の津島市外の支店口座の利用も可能ですが、換金申請は
津島市内の支店に限ります。１日あたりの換金枚数は1,000枚を上限とさせていただきます。 ※商品券の換金取扱金融機関のうち、
「あいち銀行」につきましては、現在参加可否を調整中です。正式に決定次第、改めてご案内いたします。

ご記入いただきました情報は、商品券発行事業に関することにのみ利用いたします。

申込日：令和８年 月 日

申込方法

●津島市内に店舗や事業所を有する事業者
●商工会議所が指定する取扱い金融機関の口座を所有していること
●下記のいずれかにあてはまる店舗は登録できません。
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律
第１２２号）第２条に規定する営業を行っている店舗

②宗教的活動または政治的活動をしている団体が経営する店舗
③公序良俗に反する営業を行う店舗
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第２号に規定する暴力団、同法同条第６号に規定する暴力団、暴力団
関係者または、その他の反社会的勢力との関係を有する者である店舗

⑤商品券の使用対象外に記載の取引、商品のみ取り扱う店舗

①医療保険や介護保険等の一部負担金
②出資や債務の支払い（税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等）
③金、プラチナ、銀、有価証券、商品券（ビール券、図書券、店舗が独
自に発行する商品券等）、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイド
カード等の換金性の高いものの購入

④たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条第１項第３号に
   規定する製造たばこの購入
⑤土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預かりを除く）等の
不動産にかかる支払い

⑥現金との換金、金融機関への預け入れ 等

●取扱店登録申込書兼誓約書に必要事項を記入の上、FAXまたは津島商工会議所窓口へお申込みください。
WEBで申し込みの場合は、右記二次元バーコードを読み取り、アクセスしてください。
申し込み後、事業内容等についてお問合せする場合がございますので、ご了承ください。

一覧チラシ
掲載期限 令和８年２月６日（金）

津島商工会議所 行 FAX：０５６７－２４－２８０５
FAX送信後、受信確認のため事務局まで必ずお電話ください

下記の情報をもとに取扱店一覧チラシを作成しますので、正確にご記入をお願い致します

TEL：０５６７-２８-２８０1 【電話受付時間：平日９：００～１７：００】

申込前に必ず一読ください
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